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１  令和７年度国家予算等への対応について  

 

(１) 「令和７年度 国の施策及び予算に関する提案」（白本）関係 

  令和６年７月１１日から８月７日までの間、各省庁の新年度予算概算要求に向けて、

「令和７年度 国の施策及び予算に関する提案」（白本）に基づき、指定都市各市の市

長及び議長等により、関係府省及び政党への要請活動を実施した。 

 

要請日時 要 請 先 面  談 担 当 市 要 請 者 

７月１１日 自 由 民 主 党 
政務調査会長 

渡海 紀三郎 
北 九 州 市 市 長 ・ 議 長 

７月１７日 国 土 交 通 省 
国土交通大臣政務官 

こやり 隆史 
堺 市 市 長 ・ 議 長 

７月１７日 公 明 党 

副代表   

古屋 範子 

政務調査会長代理 

上田 勇 

国会対策副委員長 

角田 秀穂 

総務部会副会長 

平林 晃 

相 模 原 市 市 長・ 議 長 

７月１８日 日本維新の会 

政務調査会長 

音喜多 駿 

神奈川維新の会幹事長 

浅川 義治 

横 浜 市 市 長 ・ 議 長 

７月１８日 総 務 省 総務副大臣 馬場 成志 神 戸 市 市 長 ・ 議 長 

７月２５日 経 済 産 業 省 
経済産業大臣政務官 

吉田 宣弘 
大 阪 市 市 長 ・ 議 長 

７月２５日 文 部 科 学 省 
文部科学副大臣 

あべ 俊子 
京 都 市 市 長 ・ 議 長 

７月２６日 
内閣府 

内閣官房 

内閣府大臣政務官 

神田 潤一 
新 潟 市 市 長 ・ 議 長 

８月 １日 デ ジ タ ル 庁 
デジタル大臣 

河野 太郎 
浜 松 市 市 長 ・ 議 長 

８月 １日 立 憲 民 主 党 政務調査会長 長妻 昭 川 崎 市 市 長 ・ 議 長 

８月 ２日 財 務 省 
財務大臣政務官 

進藤 金日子 
名 古 屋 市 市 長 ・ 議 長 

８月 ５日 環 境 省 環境副大臣 滝沢 求 岡 山 市 市 長 ・ 議 長 

８月 ７日 こども家庭庁 
内閣府副大臣 

工藤 彰三 
静 岡 市 市長・副議長 

※ 法務省、厚生労働省、農林水産省、日本共産党、国民民主党、教育無償化を実現する会、

れいわ新選組、社会民主党、参政党へは事務局にて要請活動をそれぞれ実施した。 
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(２) 「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」（青本）関係 

  令和６年１０月４日から１１月２７日までの間、「大都市財政の実態に即応する財源

の拡充についての要望」（青本）に基づき、岡山市の市長、議長、大都市制度・広域行

政調査特別委員長が指定都市を代表して、総務省・自由民主党・衆議院および参議院の

総務委員会への要望活動を実施した。 

 

要請日時 要 請 先 面  談 要 請 者 

１０月 ４日 自由民主党 
総務会長 

鈴木 俊一 
市 長 ・ 議 長 

１１月１３日 総務省 
総務審議官 

原 邦彰  
市 長 ・ 議 長 

１１月２７日 衆 議 院 総 務 委 員 会 
委員長 

竹内 譲 

大都市制度・広域

行政調査特別委

員 会  委 員 長 

１１月２７日 参議院総務委員 会 
委員長 

宮崎 勝 

大都市制度・広域

行政調査特別委

員 会  委 員 長 

 

 

(３) 青本及び各市の要望事項に関する党派別要望活動 

令和６年１１月１４日から１１月２８日までの間、各政党に対して、各担当市税財政

関係特別委員会の代表者等により、青本及び各市の要望事項に関する要望活動を実施し

た。 

 

月 日 政 党 名 面 談 担 当 市 

１１月１４日 公明党 斉藤代表他 堺市 

１１月１５日 国民民主党 玉木代表他 京都市 

１１月２０日   自由民主党 小渕組織運動本部長 他 さいたま市 

１１月２１日 日本共産党 塩川衆議院議員 札幌市 

１１月２５日 立憲民主党 小川幹事長他 名古屋市 

１１月２５日 社会民主党 福島党首他 広島市 

１１月２８日 日本維新の会 馬場代表他 福岡市 

 

 



結 果 の 概 要

１ ・地方交付税の必要額確保

　　R6（当初）：18兆6,671億円

→　R7（当初）：18兆9,574億円（＋2,904億円、＋1.6%）

・臨時財政対策債の縮減

　　R6（当初）：4,544億円　

→　R7（当初）：0円（▲4,544億円、皆減）

２ ・燃料油価格激変緩和対策事業

　　R6（補正）：1兆324億円

・電気・ガス料金負担軽減支援事業

　　R6（補正）：3,194億円

３ ・総務省の「大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ」

　にて、多様な大都市制度の早期実現に関する提言を実施

２　国の施策及び予算に関する提案（白本）の結果（政府予算）

提案事項

[税財政・大都市制度関
係]

地方交付税の必要額
の確保

多様な大都市制度の
早期実現

物価高への対応に要
する財政措置等
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結 果 の 概 要提案事項

４ ・１歳児の職員配置基準改善（６対1→５対1）、加算措置

・保育士等の処遇改善（前年度比10.7％）

・保育士修学資金等貸付事業における「就職準備金」の拡充

・保育所等における医療的ケア児の園外活動移動支援を拡充

　（新たに１施設当たり４万円を加算）

５ ・移行経費所要額を計上（令和6年度補正予算　194億円）

・デジタル基盤改革支援基金の設置 年限について５年延長

６ ・地域脱炭素推進のための交付金の拡充

  （令和6年度補正予算・令和7年度当初予算　750億円　対前年度比約114％）　

・デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推進事業の拡充

　（令和6年度補正予算・令和7年度当初予算　計3,549億円　対前年度比121％）

７ ・教職調整額の改善（4％→5％）

・小学校中学年への教科担任制の拡充・若手教師の持ち授業時数軽減のための

　一定の定数改善（計990人増）

８ ・地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援

　（防災・安全交付金）

　（令和6年度補正予算・令和7年度当初予算　計11,975億円　対前年度比138％）

・南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

　対策等の推進

　（令和6年度補正予算・令和7年度当初予算　計3,311億円　対前年比169％）

９ ・公立学校施設の整備

　（令和6年度補正予算・令和7年度当初予算　計2,767億円　対前年度比123％）

・建築単価の引上げ（対前年度比＋10.0％）

・空調設備整備臨時特例交付金を新設（実質的な補助率引上げ令和15年度まで）

10 ・１人１台端末の着実な更新（令和6年度補正予算　206億円）

・ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業

（令和6年度補正予算・令和7年度当初予算　計65億円　新規事業）

「ＧＩＧＡスクール
構想」の推進に向け
た制度の充実

脱炭素社会の実現

基幹業務システムの
統一・標準化におけ
る課題解決

インフラ施設の長寿
命化対策及び国土強
靭化の推進

持続可能な学校体制
づくり

義務教育施設等の整
備促進

[個別行政分野関係]

子ども・子育て支援
の充実
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結 果 の 概 要

１ ◆地方税財源について

　　令和7年度与党税制改正大綱（令和6年12月20日決定）において、

　次のとおり示された。

　　　地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとし

　　て、地方税の充実確保を図る。また、東京一極集中が続く中、既に地方に

　　居住している人の流出を防止するとともに、都市部から地方への移住を拡大

　　する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくることが重要である。

　　このため、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地

　　方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析

　　を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて

　　取り組む。

２ 特になし

３ ◆事務・権限の移譲に伴う財源措置について

　　「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和6年

　12月24日閣議決定）において、次のとおり示された。

　　　事務・権限の移譲に伴う財源措置については、地方公共団体において

　　移譲された事務・権限を円滑に執行することができるよう、地方税、地方

　　交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講ずるとともに、

　　マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を

　　実施する。

4 特になし　個人住民税の一層
の充実

　事務配分の特例に
対応した大都市特例
税制の創設

３　大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（青本）の結果（政府予算）

要望事項

[税制関係]

　真の分権型社会の
実現のための国・地
方間の税源配分の是
正

　大都市特有の財政
需要に対応した都市
税源の拡充強化
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結 果 の 概 要要望事項

5 ◆固定資産税の安定的な確保について

　令和３・４年度税制改正において講じられた負担調整措置の特例のような

課税標準額の上昇幅を抑制する等の措置は行われなかった。

◆償却資産に対する固定資産税の制度の堅持について

　廃止等の大幅な見直しはされず、堅持された。

◆地方税の税負担軽減措置及び国税の租税特別措置の一層の整理合理化

　令和７年度税制改正による税負担軽減措置等の見直し

　【千葉市に影響がある項目】

　　 [廃止]　0件

　　［縮減］ 1件

　令和7年度与党税制改正大綱（令和6年12月20日決定）において、

　次のとおり示された。

6 特になし

　　なお、文部科学省の令和7年度予算（案）のポイントの「公立学校施

　設の整備」において、建築単価が対前年度比で＋10.0％（標準仕様の

　抜本的見直しや物価変動の反映等による増）とされた。

7 特になし

8 ◆【再掲】地方交付税の必要額確保

　　R6（当初）：18兆6,671億円

→　R7（当初）：18兆9,574億円（＋2,904億円、＋1.6%）

◆【再掲】臨時財政対策債の縮減

　　R6（当初）：4,544億円

→　R7（当初）：0円（▲4,544億円、皆減）

9 特になし

　　なお、公共施設等総合管理計画に基づいて実施する公共施設の集約化

　複合化等に伴う施設の除却事業が、公共施設等適正管理推進事業債

　（集約化・複合化事業）の対象に追加された。

　地方債制度の充実

固定資産税等の安
定的確保

[財政関係]

　国庫補助負担金の
改革

　国直轄事業負担金
の廃止

　地方交付税の必要
額の確保と臨時財政
対策債の廃止

「新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置については、社会経済の情勢等を
踏まえ、安全安心な住まいの実現など住生活の安定の確保及び向上の促進に向け
国として推進すべき住宅政策との整合性を確保する観点から、地方税収の安定的
な確保を前提に、そのあり方について検討する。」
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「令和７年度国の施策及び予算に対する重点要望」要望結果 

※政府予算ベース（令和６年度補正予算を含む） 

１ 感染症対策における財政支援等について【財政措置】 

（要望先）・内閣官房  内閣感染症危機管理統括庁 

・内閣府   地方創生推進事務局 

・厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）今後起こり得る新興再興感染症への対応

については、感染拡大の防止や重症化予防

等の観点から、国の責任において確実に財

政措置を行い、指定都市を交付金等の直接

の交付対象とするとともに、地方自治体に

負担が生じないようすること。また、感染

症対策の中心となる保健所体制強化の財

源を確保すること。 

 

（２）新たな施策等の制度設計にあたっては、

地方自治体の意見を十分に聞くとともに、

速やかにその施策の情報を共有し、地方自

治体等が混乱しないよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）定期予防接種に係る財源については、国

の責任において自治体に更なる財政支援

を行うこと。 

 

『反映なし』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）要望は認められなかった。 

なお、新型インフルエンザ政府行動計画 

（令和６年７月２日改訂）に、「新型インフ

ルエンザ等対策に当たっては、平時から国

と地方公共団体の意見交換を進め、新型イ

ンフルエンザ等の発生時における新型イン

フルエンザ等対策の立案及び実施に当たっ

て、対策の現場を担う地方公共団体との対

話を行い、地方公共団体の意見を適切に反

映させることが重要である」との記載があ

った。 

 

（３）要望は認められなかった。 
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２ 「こども未来戦略」に関する要望について【制度創設、制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・こども家庭庁 長官官房 参事官（総合政策担当） 

成育局保育政策課、総務課 

      ・文部科学省  初等中等教育局健康教育・食育課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）保育人材の確保について 

ア 国による保育人材確保の取組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

イ 保育士等の処遇改善の充実 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 一時預かり事業及び休日保育事業の 

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『一部反映』 

（１） 

ア 保育士修学資金等貸付事業における 

「就職準備金」が拡充され、補助対象に、 

貸付を受けていない最終学年の学生が追加 

された。 

 ※本市における拡充については、令和８年 

度以降からの実施に向け、関係団体と 

調整中 

 

 イ 令和６年度補正予算において、前年度比 

で１０．７％増の公定価格の見直しが図ら 

れた。また、１歳児の保育士等配置の比率を 

６対１から５対１へ改善する取り組みが 

開始されるとともに、職場環境改善を進め 

ている施設において、配置改善した場合の 

加算措置が設けられた。 

 

 ウ 一時預かり事業については、基本単価の 

ベースアップが行われた。 

休日保育事業については、要望は認めら 

れなかった。 
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エ こども誰でも通園制度の本格実施に 

向けた適切な制度設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国の財政措置による学校給食費の無償化

の実施 

 

 

 

 

 

 

（３）多子世帯に対する保育料軽減の拡充 

 

（４）子ども医療費助成に係る財政措置を含む

全国統一の制度の創設 

 

エ こども誰でも通園制度の本格実施に向け 

た適切な制度設計については、令和７年度

も引き続き、国の検討会で整理していくと

ころであるが、特に課題となっていた補助

単価については、各年齢毎に補助単価が見

直された。 

  

 

 

 

 

 

（２）要望は認められなかった。 

なお、令和７年２月２５日、自民・公明・

日本維新の会による三党合意において、令

和８年度にまずは小学校を念頭に地方の実

情を踏まえ実現し、その後中学校への拡大

もできる限り速やかに実現することが示さ

れた。 

     

（３）要望は認められなかった。 

 

（４）要望は認められなかった。 

R6 R7

0歳児 1,300円

1歳児 1,100円

2歳児 900円

850円

(こども一人1時間当たりの補助単価）
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３ 子どもの貧困対策の推進について【財政措置】 

（要望先）・こども家庭庁 支援局家庭福祉課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）「母子家庭等対策総合支援事業費補助

金」ほか、子どもの貧困対策に係る財政措

置の拡充及び恒久化 

 

『反映なし』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

 

 

 

４ 児童相談所の体制強化について【制度創設、制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・こども家庭庁 支援局虐待防止対策課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）定員超過を解消し、さらに、新たな基準

に対応した一時保護所の整備を進めるた

め、整備費について国の財政支援を充実す

ること。 

 

（２）児童相談所の体制強化にあたり、配置基

準に定められた児童福祉司等及び医師を確

保し、また弁護士との常時相談体制を確保

するため、国として、さらに踏み込んだ人

材確保・育成策を講じること。 

『一部反映』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

 

 

（２）児童相談所職員の魅力発信（採用支援）、

職員間の交流コミュニティにおけるノウ

ハウ共有の促進（人材育成支援）、児童相

談所職員向けのオンライン相談・ピアサポ

ート、心理職等によるリモートカウンセリ

ングの実施（人材定着支援）等が新たに予

算化された。 

なお、医師及び弁護士確保に関する踏み

込んだ人材確保・育成策は予算化されてい

ない。 
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５ システム標準化に係る経費の補助について【制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・デジタル庁 地方業務システム基盤チーム 

     ・総務省   自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室 

要望事項 結果の概要 

 

（１） 令和７年度末までの移行が困難なシス 

テムについては、補助金の上限額を拡充

し、移行が完了するまでの期間は必要経費

の全額を補助すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）移行困難システムについて、令和７年度

末までに適合が必要な標準化基準を早急

に確定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『一部反映』 

（１）令和６年度補正予算において、「自治体情

報システムの標準化・共通化に向けた環境

整備」として１９４.１億円が予算化され、

これまでの予算額と合わせて７,１８２億

円となったものの、この増額をふまえた補

助金上限額の再設定については、まだ示さ

れていない。 

    補助金の期限については、「地方公共団体

情報システム標準化基本方針」の改定によ

り、令和７年度末までとされていたデジタ

ル基盤改革支援基金の設置年限について 

５年延長を目途に検討する旨が明記され、

基金の設置期限を令和１３年３月３１日ま

でに延長する「地方公共団体情報システム

機構法」の改正に係る法律が成立した。 

 

（２）移行困難システムについて、令和７年度末

までに適合が必要とされていたデータ要件

に係る要求内容が緩和された。 

※基準適合にかかる作業負担を懸念して要

望していたところ、「データ要件の標準に

関する標準化基準への適合」ではなく、

「必要に応じてデータ要件の標準を踏ま

えたデータ項目に基づくデータの抽出が

できるようにすること」と改定されたこ

とで、対応に要する作業が軽減された。 
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（３）指定都市要件の精査の結果、標準仕様書

に取り込まれる機能要件について、これに

対応する標準準拠システムの調達環境が

整わない場合には、移行期限や財政支援に

ついて柔軟な対応を行うこと。 

 

 

 

（４）サービス提供事業者がガバメントクラウ

ド上にシステム構築等を行うにあたり、ガ

バメントクラウドの利用料が抑制される

構成となるよう、ベンダ協議会等を通じて

要請すること。 

（３）基本方針の改定において、令和８年度以降

に移行するシステムは「特定移行支援シス

テム」と位置づけられ、概ね５年以内に標準

準拠システムへ移行できるよう国として積

極的に支援するとされた。また、デジタル基

盤改革支援基金の設置期限を５年間延長す

る法律が成立した。 

 

（４）事業者協議会を通じて、移行後のランニン

グコストが増加する場合は自治体に精緻な

見積書を提出することの協力依頼が、事業

者に対して行われたほか、デジタル庁から

自治体と事業者向けに、ガバメントクラウ

ドへの移行にかかる運用コスト最適化への

取り組み方法を記載したガイドが提供され

た。 

 

６ 在留外国人に対する日本語教育等の推進について【制度創設】 

（要望先）・法務省   出入国在留管理庁政策課 

     ・文部科学省 総合教育政策局日本語教育課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）入国前・入国後における日本語教育や生

活オリエンテーションを受ける機会の提

供 

 

（２）多言語による情報提供や相談窓口の運営

等、自治体が行う外国人受入環境・支援体

制の拡充への財政措置 

 

『反映なし』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

 

（２）要望は認められなかった。 

 



 

13 

 

 

 

 

７ ＩＣＴを活用した学習環境の整備について【制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・文部科学省 初等中等教育局学校情報基盤・教材課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）デジタル教科書全教科導入に向けた支援

を行うこと。 

 

（２）インターネット環境の無い児童生徒への

通信費などの支援を行うこと。 

 

 

 

 

 

（３）ネットワーク環境の維持管理に係る費用

等について、継続的かつ十分な財政支援を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ＩＣＴ支援に係る必要な人材の確保等、

教員が日常的にＩＣＴを活用できる体制

づくりの推進に向け、継続的かつ十分な財

政支援を行うこと。 

 

 

 

（５）ＧＩＧＡスクール構想で整備した端末の 

更新に伴い、不要となる端末の処分に係る 

費用について十分な財政支援を行うこと。 

 

『一部反映』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

（２）要望は認められなかった。 

  なお、「学校をプラットフォームとした総合 

的なこどもの貧困の解消に向けた対策の推 

進等(要保護児童生徒援助費補助金)」にお 

いて、オンライン学習通信費の単価は引き 

上げられた。 

 

（３）「ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事

業」として、６５億円（令和６年度補正予

算＋令和７年度当初予算）が計上された

（補助割合３分の１）。そのうち、学校の通

信ネットワーク速度の改善として、①ネッ

トワークアセスメントの実施（1,000千円

/校）②アセスメントの結果を踏まえたネ

ットワーク環境の改善に係る初期費用の

支援（2,400千円/校）が計上されている。 

 

（４） 「ＧＩＧＡスクールにおける学びの充実」

の中に、ＧＩＧＡスクール構想の加速化事

業があり、「学校ＤＸ戦略アドバイザー」の

派遣が計上されている（全体で２億円）。

（ＩＣＴ支援員は、４校に１人が地方財政

措置） 

 

（５）要望は認められなかった。 
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８ 公立学校施設の整備推進について【制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）学校施設環境改善交付金（大規模改造、

外部改修等） 

・計画事業量に見合った交付金予算額の確保 

 

 

 

 

 

・リースを補助対象とする制度の拡充 

・建物の部位ごとの工事を補助対象とする 

制度の拡充 

・配分基礎単価（補助単価）の引き上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事費下限額の引き下げ及び工事費上限額 

の引き上げ 

・屋内運動場の空調設備整備に係る補助率 

引き上げの延長 

『一部反映』 

 

 

・千葉市が要望している１０８事業について、

国の令和６年度補正予算により、前倒しで採

択された。 

 （参考）公立学校施設整備費 

令和 6年度補正予算２，０７６億円 

令和 7年度当初予算  ６９１億円 

・要望は認められなかった。 

・要望は認められなかった。 

 

・建築単価を改定 

標準仕様の抜本的見直しや物価変動の反映等

により前年度比１０％プラス 

（例：小学校校舎（鉄筋コンクリート造）

R6:296,000/㎡→R7:325,700円/㎡） 

 建築単価を用いないその他の事業（屋外教育

環境単価等）は、３.７％のプラス 

（例：屋外教育環境 

R6：7,900円/㎡→R7：8,200円/㎡） 

・要望は認められなかった。 

 

・空調設備整備臨時特例交付金が新設された 

ことにより、実質的に補助率の引き上げの 

期間が令和１５年度まで延長された。 

 空調単価に屋内運動場単価を新設 

（屋内運動場単価：53,600円/㎡） 

（屋内運動場以外単価：37,000円/㎡） 
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９ 教育の質を維持・向上するための教職員の確保について【財政措置】 

（要望先）・文部科学省 初等中等教育局財務課 

     ・スポーツ庁地域スポーツ課、文化庁参事官（芸術文化担当付） 

要望事項 結果の概要 

 

（１）教職員加配定数の充実 

・中学校において学級編制の標準を引き下

げる改定を実施すること。 

・少人数指導や専科指導等に係る指導方法

工夫改善加配の基礎定数化を拡充させる

こと。 

 

・外国人児童生徒等日本語指導等に係る児

童生徒支援加配を充実させること。 

・通級指導に係る特別支援教育加配を拡充

すること。 

 

（２）教職員の負担軽減に向けた施策の充実 

・教員業務支援員（スクール・サポート・ス

タッフ）を含む専門スタッフの配置など教

員の負担軽減に向けた施策に対して、より

一層の財政措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

・スクールカウンセラーなどの専門家を教

職員定数として算定し、国庫負担の対象と

すること。 

・育児休業者の代替措置として正規教職員

を充てた場合にも、国庫負担金の算定基礎

定数に含めること。 

『一部反映』 

（１） 

・要望は認められなかった。 

 

・小学校における３５人学級の推進のため

３，０８６人増 

・小学校における教科担任制の拡充のため 

９９０人増 

・通級や日本語指導等のための基礎定数化の

ため５５１人増 

 

 

 

（２） 

・教員業務支援員は人数据え置き 

・副校長・教頭マネジメント支援員の配置 

拡充３００人増 

・外国語指導助手については、要望は認められ

なかった。 

・部活動指導員の配置は、２３８人増 

・スクールカウンセラー重点配置校数の拡充 

１，３００校増 

・スクールソーシャルワーカー重点配置校数

の拡充 １，０００校増 

・専門スタッフの教職員定数化については認

められなかった。 

  

・産前・産後休暇及び育児休業者の代替措置

として正規教職員を充てた場合に国庫負担

算定上の対象となるようになった。 
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１０ 医療的ケア者支援に係る財政措置について【財政措置】 

（要望先）・厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 

要望事項 結果の概要 

 

（１）障害者総合支援法に基づく報酬改定 

 ア 生活介護の基本報酬に医療的ケア者の

支援の負担を評価する区分を設けること。 

 イ 福祉型短期入所サービスについても、医

療型短期入所サービスの医療型短期入所

受入前支援加算と同様の加算を設けるこ

と。 

 

『反映なし』 

（１）要望は認められなかった。 
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１１ ２０５０年カーボンニュートラルに向けた事業者への取組支援及び暮らしの

脱炭素化促進のための基盤整備について【制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・環境省   地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 

            大臣官房総合環境政策統括官グループ環境経済課市場メカニズム室 

・経済産業省 産業技術環境局環境政策課ＧＸ投資促進室、資源循環経済課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）産業部門における大幅な二酸化炭素排出

量の削減に向け、「分野別投資戦略」で示

された各分野への設備投資や中小企業の

ＧＸなどを進めるため、財政支援を着実に

実施すること。 

 

 

 

 

 

  

（２）カーボンプライシングの手法を用いた国

内排出量取引制度は、温室効果ガス排出量

削減に限界のある業種にとって、カーボン

ニュートラル実現に向けた現実解の１つ

であるため、制度を早期に、より実効性の

高いものとすること。 

 

（３）市民や事業者のカーボンニュートラルへ

の行動変容に繋がる脱炭素に資する設備

等の導入を加速化するため、昨今の資材の

高騰等を考慮した、財政支援を強化するこ

と。 

『一部反映』 

（１） 

・「業務用建築物の脱炭素改修加速化事業」と

して事業継続されている。 

・「バリューチェーン全体での中小企業等の

脱炭素経営普及・高度化事業」として事業継

続されている。 

・「脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2

化加速事業」として新規要望されている 

・「中小企業等エネルギー利用最適化推進事

業費」として事業継続されている 

 

（２） 

・「温室効果ガス関連情報基盤整備事業」とし

て事業継続されている。 

・「グリーン・トランスフォーメーションリー

グ運営事業」として事業継続されている。 

 

 

（３） 

・「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援

事業費補助金」として事業継続されている。 

・「断熱窓への改修促進等による住宅の省エ

ネ・省 CO2 加速化支援事業」として事業継

続されている。 

・「集合住宅の省 CO2化促進事業」として事業

継続されている。 

・「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス（ZEH）化等支援事業」として事業継続さ

れている。 
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１２ 持続可能なプラスチックリサイクルシステムの構築について 

【制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・環境省   環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 

・経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）拡大生産者責任の考え方に基づきリサイ

クル制度を再構築すること。 

  ・プラスチック製容器包装廃棄物のリサイ

クルにかかる自治体と事業者の役割分担

及び経費負担について見直すこと。 

  ・プラスチック使用製品廃棄物に対する製

造事業者等の自主回収・再商品化の実施責

任及び再商品化に要する経費の支払い責

任について明確化すること。 

  ・プラスチック使用製品設計指針に沿った

取組みが普及するよう、国がガイドライン

等により遵守することが推奨される基準

を設定するなど、実効性ある制度運用を図

ること。 

 

（２）プラスチック使用製品廃棄物の分別収

集・再商品化に要する経費に対して講じら

れている特別交付税措置については、分別

収集の普及状況等を踏まえて普通交付税

措置への移行を検討するなど、状況に応じ

た適切な財政措置を講じること。 

 

（３）民間事業者による再商品化施設の計画的

な整備を支援するなど、リサイクルルート

の充実強化を図ること。 

  ・処理能力不足や地域偏在が生じないよ

う、民間施設の整備及び能力増強に対する

支援を充実させること。 

  ・再商品化事業者が参入しやすいよう、国

が目標年次を定め確保すべき処理能力を

明示すること。 

 

『一部反映』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）要望は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

（３） 

 

 

・脱炭素型のリサイクル設備等の導入支援に

係る経費として５９億８，０００万円が計

上された。 

・要望は認められなかった。 
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（４）使用済プラスチック資源の再商品化の支

障となる、リチウムイオン電池使用製品等

の処理困難物対策を関係業界とともに検

討し、自主回収・適正処理を義務付けるな

ど実効性ある対策を講じること。 

（４）リチウム蓄電池等処理困難物適正処理対

策検討業務として８，３００万円が計上さ

れた（前年度から３，７００万円増額）。 

リチウム蓄電池使用製品の製造事業者等

における処理体制構築のための実証実験に

ついて記載された。 

 

１３ モノレール施設の脱炭素化と利用促進に向けた設備整備支援の拡充について 

【制度の見直し、財政措置】 

（要望先）・国土交通省 鉄道局総務課企画室、技術調査課 

・環境省   水・大気環境局モビリティ環境対策課、脱炭素モビリティ事業室 

要望事項 結果の概要 

 

（１） 回生電力貯蔵装置を最大限活用するた 

め、回生車両への更新に必要な事業費の

確保及び補助事業の実施期間の見直し 

 

 

 

 

（２）社会インフラであるモノレールを賢く

活用し、脱炭素型のレジリエントで快適、

かつ安全な沿線まちづくりを進めるた

め、駅舎設備類の高効率設備や省エネ設

備等の導入・改修などカーボンニュート

ラルの実現に向けた取組み推進に係る調

査・検討やその実現に係る一体的な補助

メニューの創設 

 

『一部反映』 

（１）鉄道脱炭素施設等の整備促進【環境省連携

事業（エネルギー特別会計）】として、２０

５０年カーボンニュートラルの実現に向

け、鉄道脱炭素に資する施設等の整備等を

支援することとなり、令和６年度補正予算

及び令和７年度予算が計上された。 

 

（２）鉄道脱炭素施設等の実装に係る調査に対

する支援として、鉄道事業者等によるカー

ボンニュートラル実現に向けた先進的な取

組を推進するため、鉄軌道事業者等に対し

て、鉄道脱炭素に資する施設等の整備等に

関する調査・検討に必要な経費の一部を補

助することとなった。 
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１４ バス路線の維持確保に係る支援について【財政措置】 

（要望先）・国土交通省 物流・自動車局、公共交通政策審議官 

要望事項 結果の概要 

 

（１） 自動車運転手の働き方改革の遵守に 

必要な運転手の確保・育成に対する支援

強化 

 

（２） 路線バス事業者の運行経費への支援の 

拡充など事業者の経営に対する財政支援 

 

『一部反映』 

（１）現場を支える技能人材等の確保・育成や生

産性の向上のため、バスの運転者の確保・育

成など、人材確保対策の強化が挙げられた。 

 

（２）「交通空白」の解消等に向けた地域交通の

リ・デザインの全面展開の中で地域公共交

通の維持・確保等の取組が挙げられた。 
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１５ 航空機騒音の改善について【制度の見直し】 

（要望先）・国土交通省 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課東京国際空港環境企画調整室  

            東京航空局 空港部空港管理課、環境・地域振興課、 

東京空港事務所総務部環境・地域振興課 

要望事項 結果の概要 

 

（１）市民生活への影響が大きい早朝・夜間の

時間帯において、最大限の軽減策を講じる

こと。 

 

（２）抜本的な対策として、羽田再拡張以来の

長期的検討事項である、交差の解消・海上

ルートへの移行等を実施し、千葉市上空へ

の集中を解消すること。 

 

（３）千葉市上空を通過する従来の飛行ルート

においても、降下角の引上げによる騒音軽

減について具体的かつ早急に検討するこ

と。 

 

（４）騒音軽減策についての検討状況の説明や

天候等による一時的な飛行ルート変更理

由の速やかな公表など、市民への情報提供

を適切に行うこと。 

 

『一部反映』 

（１）要望は認められなかった。 

 

 

 

（２）要望は認められなかった。 

 

 

 

 

（３）降下角の引上げについて、国から、検討は

しているが、様々な技術的課題があるとの

説明があった。 

 

 

（４）令和７年３月にホームページがリニュー

アルされ、千葉市上空を通過する従来の飛

行ルートの情報が一部追加された。騒音軽

減策についての検討状況の説明や天候等に

よる一時的な飛行ルート変更理由の公表は

行われていない。 
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１６ 「圏域の拠点都市」として、都市基盤を構築する街路事業の拡充と安定的な財

源の確保について【財政措置】 

（要望先）・国土交通省 道路局、関東地方整備局、千葉国道事務所 

要望事項 結果の概要 

 

（１）社会資本整備総合交付金（街路事業）の

重点配分対象事業の拡充 

 ・ 重要物流道路などと一体となって機能す

るもの 

 ・ 交通結節点機能を強化するもの 

 ・ ＩＣアクセス向上に資するもの 

 

（２）今後整備が本格化する地域高規格道路の

財源確保 

・ 塩田町誉田町線（塩田町地区） 

 

『一部反映』 

（１） 令和７年度の社会資本整備総合交付金 

（街路事業）の内示率は前年度と概ね同様

となっている。一方、本市が要望している

重点配分対象事業の拡充は認められなか

った。 

 

 

（２） 令和７年度の塩田町誉田町線（塩田町 

地区）の財源は、概ね要望どおり措置され 

た。 

 

１７ 安全・安心で快適な、魅力と活力あふれる市街地整備の推進について 

【財政措置】 

（要望先）・国土交通省 都市局 

要望事項 結果の概要 

 

（１）社会資本整備総合交付金による持続的か

つ安定的な財源の確保 

  ・検見川・稲毛地区土地区画整理事業 

  ・寒川第一地区土地区画整理事業 

  ・東幕張地区土地区画整理事業 

『反映なし』 

令和７年度の社会資本整備総合交付金（区画整

理事業）の内示率は、前年度と比較してやや下回

った。 

 

【社会資本整備総合交付金（国土交通省全体）】 

種 別 

令和 7 年度 

予算 

（国費） 

（Ａ） 

令和 6 年度 

予算 

（国費） 

（Ｂ） 

前年比 

(A/B) 

社会資本整備

総合交付金 
４,860 億円 5,051 億円 0.96 
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１８ 国土強靭化のためのインフラ施設の改築・更新及び脱炭素事業に係る温室効

果ガス排出量削減のための財政支援について【財政措置】 

（要望先）・国土交通省 水管理・国土保全局、関東地方整備局 

要望事項 結果の概要 

 

（１）国土強靭化のためのインフラ施設の改

築・更新に係る必要財源の確保 

・地震対策： 

電線共同溝整備 IC～災害拠点病院３地区

橋梁耐震化 JRを跨ぐ跨線橋 ２橋 

  下水道管渠の耐震化 緊急輸送道路や 

避難所下流部 

・老朽化対策： 

緊急輸送道路や第三者被害の恐れのある

箇所の橋梁、地下道ポンプ施設、下水道管

渠 

・浸水対策： 

重点地区１３箇所のうち特に優先すべき

箇所４箇所 

 

（２）温室効果ガス排出量削減など地球温暖化

対策に寄与する下水道施設の改築に対す

る財政措置の拡大 

   ・老朽化した焼却炉を下水汚泥固形燃料

化施設に改築 ２基 

 

（３）「防災・減災、国土強靭化のための５か

年加速化対策」の最終年度となる令和７年

度においても、必要な予算・財源を確保す

ること。 

令和６年能登半島地震などを踏まえ、国土

強靭化実施中期計画を早期に策定し、切れ

目なく、継続的・安定的に国土強靭化の取

組を進めるために必要な予算・財源を通常

予算とは別枠で確保すること。 

 

『一部反映』 

（１） 

・令和７年度の防災・安全交付金の予算額に

ついて、道路関係は前年度から増額となっ

ているが、下水道関係は微減（前年度比で約

９７％）となっている。 

・下水道防災事業費（個別補助金）の予算額は

増額となっている。 

  下水道事業全体としての内示額は令和６年

度補正も含めると前年度比で１４３％の増

となった。 

 

 

 

 

 

（２）下水汚泥固形燃料化施設の予算について

は、令和６年度補正予算で要望どおり措置

された。 

 

 

 

（３）防災・減災・国土強靭化の取組の加速化・

深化を図るため、国土強靭化推進会議にお

いて「国土強靭化実施中期計画」の策定方針

等について、令和７年４月１日に素案が示

された。 


